
第 4 類 人事  福井坂井地区広域市町村圏事務組合清掃センター職員安全衛生管理規則

◇福井坂井地区広域市町村圏事務組合清掃センター職員安全衛生管理規則

平 成 元 年 7 月 1 日

規 則 第 1 号

改正

（趣旨）

第 1 条 この規則は、労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号。以下「法」という。）その他の関係

法令に基づき、福井坂井地区広域市町村圏事務組合清掃センター職員（以下「職員」という。）の

職場における労働災害の防止及び疾病の予防を図るため、安全衛生管理上必要な基準及び責任体制

に関し、必要な事項を定めるものとする。

（管理者の責務）

第 2 条 管理者は、法第 3 条第 1 項に基づき、安全衛生に関し必要な措置を講ずるものとする。

（清掃センターの所長の責務）

第 3 条 清掃センター所長（以下「所長」という。）は、職員の安全及び健康に留意し、災害防止の

ため安全施設及び快適な職場環境の整備並びに健康の維持増進に必要な措置を講じなければなら

ない。

（職員の遵守事項）

第 4 条 職員は、前条の安全施設及び職場環境の整備改善に協力するとともに、健康の維持及び疾病

の予防に努めるものとする。

（安全衛生推進者の設置）

第 5 条 清掃センターに法第 12 条の 2に規定する安全衛生推進者を置く。

2 安全衛生推進者は、管理者が選任する。

3 安全衛生推進者は、法第 10 条第 1項各号の業務を行う。

（安全衛生推進補助員の設置）

第 6 条 安全衛生推進者の職務を補助させるために若干名の安全衛生推進補助員を置く。

2 安全衛生推進補助員は、安全に関する知識及び経験を有する職員のうちから管理者が選任する。

（安全衛生推進委員会の設置）

第 7 条 職員の安全及び衛生についての総合的な検討を行うため安全衛生推進委員会（以下「委員会」

という。）を置く。

2 委員会の委員は、次の者をもって構成する。

(1) 安全衛生推進者

(2) 安全衛生推進補助員

(3) 職員のうちから所長が指名した者

（委員会の運営）

第 8 条 委員会に会長を置き、安全衛生推進者をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、委員会の会議（以下「会議」という。）の議長となる。

平成 5 年 4 月 1 日 規則第 6号 平成 21 年 6 月 1 日 規則第 2号

平成 11 年 3 月 31日 規則第 1号
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3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

4 会長は、必要があると認めたとき又は委員から要請があったときは、会議を開催することができ

る。ただし、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

5 会長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者を出席させ、意見を述べさせることが

できるものとする。

6 会長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。

7 会長は、前条 1項に規定する事項の総合的な検討及び活動調整について協議した結果を管理者に

対して報告するものとする。

8 前各号に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は委員会が定める。

（危害防止措置）

第 9 条 安全衛生推進者は、所管する機械器具その他の設備を常に安全かつ良好な状態に維持すると

ともに、作業手順の改善、被服の貸与、保護具の着用等安全管理上必要な措置を講じなければなら

ない。

（定期自主検査）

第 10 条 安全衛生推進者は、前条の機械器具及びその他の設備について定期的に自主検査を行い、

その結果を記録しておかなければならない。

（有害物質等の調査）

第 11 条 安全衛生推進者は、法令で定める有害物質の危害性及び危険箇所を充分調査確認し、取扱

い上の注意事項、保管方法等必要な事故防止の措置を講じなければならない。

（就業制限）

第 12 条 安全衛生推進者は、特殊業務等法令で定めるものについては、免許又は技能講習修了資格

を有する者でなければ就業させてはならない。

（緊急事態に対する措置）

第 13 条 安全衛生推進者は、職員に対する災害の発生の危険が急迫したときは、直ちに作業の中断、

職員の退避等の適切な措置を講じなければならない。

2 安全衛生推進者は、前項の措置を講じたときは、管理者にその状況を報告しなければならない。

（災害発生に対する報告及び措置）

第 14 条 職員は、勤務中又は勤務場所において災害が発生したときは、速やかにその内容を安全衛

生推進者に報告し、その指示を受けなければならない。

2 安全衛生推進者は、前項の規定により報告を受けたときは、直ちに救急措置その他適切な措置を

講じ、遅滞なくその状況等を事故発生報告書（様式第 1 号）により報告しなければならない。

3 前条第 2 項の規定は、前項の規定による報告について準用する。

（安全衛生教育）

第 15 条 管理者は、災害防止等安全衛生に関する必要な知識と技術を習得させるため、関係職員を

対象に次の研修を行う。

(1) 新採用時、配置換え時の関係職員を対象とした職場研修

(2) 安全衛生推進者及び安全衛生推進補助員を対象とした安全衛生研修

(3) 免許又は技能講習を必要とする職員を対象とした技能研修

(4) その他必要と認める研修
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（健康診断）

第 16 条 管理者は、次に掲げる健康診断を実施しなければならない。

(1) 採用時健康診断 労働安全衛生規則（昭和 47年労働省令第 32 号。以下「省令」という。）第

43 条に規定する健康診断をいう。

(2) 定期健康診断 省令第 44条に規定する健康診断をいう。

2 管理者は、特に必要と認めた場合は、前項に掲げる健康診断以外の健康診断を実施する。

3 管理者は、職員が第 1 項第 2 号の定期健康診断の実施時期前 3か月以内（省令第 44条第 1 項第

4 号の胸部エックス線検査については前年度実施日から当該年度実施日までの期間内とする。）に

当該健康診断の全部又は一部を受けている場合において、当該職員の受けた健康診断が同項の規定

に基づく健康診断の基準に適合していると認められるときは、医師の証明する診断書をもって同項

の健康診断の全部又は一部とすることができる。

4 所長は、健康診断が実施される場合には、職員に受診漏れの者が生じないように措置しなければ

ならない。

（健康診断の受診義務）

第 17 条 前条第 3 項に規定する職員及び療養又は休職その他やむを得ない事由により受診すること

ができない職員以外の者は、指定された期日及び場所で健康診断等を受診しなければならない。た

だし、法第 66 条第 5項に規定する書面を提出したときは、この限りでない。

2 前項に規定する療養又は休職その他やむを得ない事由により健康診断を受診することができな

かった職員は、その事由が消失した後、管理者が別に実施する健康診断を受診しなければならない。

ただし、法第 66 条第 5 項に規定する書面を提出したときはこの限りでない。

（健康診断の記録）

第 18 条 管理者は、健康診断の結果を記録しなければならない。

（健康診断の結果の事後措置）

第 19 条 管理者は、第 16 条（第 1 号を除く。）及び第 17 条に規定する健康診断を行った医師が健

康に異常があると認めた職員について、別表第 1 の指導指標の基準に従い指導区分の決定をするも

のとする。

2 管理者は、前項の指導区分の決定をしたときは、所長に当該決定の内容を通知するものとする。

3 所長は、前項の規定により指導区分の決定通知を受けた場合において当該職員の実情を考慮して、

医療機関への受診指導、作業の転換、労働時間の短縮等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、

施設の整備その他の適切な措置を講じなければならない。

4 所長は、前項の措置を講じたときは、管理者にその状況等を報告しなければならない。

5 職員は、第 3 項の規定による所長の措置に従わなければならない。

6 所長は、第 3 項に規定する措置後、当該職員に係る経過を経過報告書（様式第 2 号）により管理

者に提出しなければならない。

（就業禁止）

第 20 条 管理者は、省令第 61条第 1 項各号の一に該当する職員の就業を禁止しなければならない。

ただし、省令第 61 条第 1 項第 1 号に該当する職員について、伝染予防の措置をした場合は、この

限りでない。

（療養命令）
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第 21 条 管理者は、公務によらないで疾病にかかり又は負傷したために療養を必要とする職員及び

前条の規定により就業禁止された職員については、医療機関の診断書に基づき、福井坂井地区広域

市町村圏事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（昭和 45 年条例第 9 号）に規定す

る病気休暇を含めて、1 年以内の療養を命ずることができる。

2 管理者は、公務によらないで結核性疾病に罹患したと認められる職員については、前項の規定に

かかわらず、1 年以内の期間出勤を停止し、療養を命ずることができる。

3 療養命令を受けた職員（以下「長期療養者」という。）は、出勤してはならない。

4 長期療養者は、療養先の医師の診断を受け、その経過を管理者に療養状況報告書（様式第 3 号）

により報告しなければならない。

5 管理者は、前項の報告に基づき療養期間内であっても、職員に出勤を命ずることができる。

（療養後の出勤）

第 22 条 長期療養者は、疾病又は負傷が治癒し、出勤しようとするときは、出勤承認願（様式第 4

号）を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の出勤承認願があったときは、遅滞なく審査し、勤務に支障がないと認めたとき

は、出勤を承認するものとする。

3 所長は、前項の出勤承認をしたときは、当該職員の実情を把握し、必要に応じて職務の軽減を図

るものとする。

（予防接種の実施）

第 23 条 管理者は、職員に対し必要に応じて予防接種を実施する。

2 職員は、それぞれ指定された期日及び場所において予防接種を受けなければならない。

（伝染病の発生報告）

第 24 条 職員又は職員と同居の親族が省令第 61 条第 1 項第 1号に掲げる疾病にかかったときは、そ

の旨を遅滞なく管理者に届出なければならない。

（秘密の保持）

第 25 条 安全衛生管理業務に従事している者及び関係者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしては

ならない。当該業務に従事しなくなった後も、また同様とする。

（委任）

第 26 条 この規則に定めるもののほか、職員の安全衛生管理に関し必要な事項は、管理者が別に定

める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成 5 年 4月 1 日規則第 6 号）

この規則は、平成 5 年 4 月 1 日から施行する。

附 則（平成 11 年 3月 31 日規則第 1号）

この規則は、平成 11 年 4月 1 日から施行する。

附 則（平成 21 年 6月 1 日規則第 2 号）

この規則は、平成 21 年 6月 1 日から施行する。
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別表第 1（第 19 条関係）

健 康 管 理 指 導 区 分 表

区  分 判 定 基 準 指  導  指  標

勤 
 

 

務

Ａ

（要休業）

勤務の休む必要のあ

る者

休暇、休職等の方法により、療養のため必要な機関勤

務させないこと。

Ｂ

（要軽業）

勤務に制限を加える

必要のある者

勤務場所若しくは職務の変更又は休暇方法により勤

務を軽減し、深夜業務、かつ、時間外勤務、休日勤務

及び出張をさせないこと。

Ｃ

（要注意）

勤務をほぼ正常に行

ってよい者
時間外勤務及び出張を制限する。

Ｄ

（健康）
平常の勤務でよい者

医 
 

 
療

１

（要治療）

医師による医療行為

を必要とする者
必要な治療を受けるよう指導すること。

２

（要観察）

定期的に医師の観察

指導を必要とする者

経過観察をするための検査並びに発病及び病気の再

発防止のための必要な指導を行うこと。

３

（要指導）

健康管理上指導を必

要とする者
健康管理上必要な指導を行うこと。

４

（健康）

医師による医療行為

を必要としない者
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様式第 1 号（第 14 条関係）

管理者 副管理者 事務局長 次 長 所 長 副所長 主 任 副主任

事 故 発 生 報 告 書

報 告 者 係      職      氏 名              ○印

日   時        年   月   日       時     分頃

件   名

状   況

原   因

処   置

休 業 状 況
自     月   日   時  分

至    月   日   時  分
     時間    分

対 策 所 見
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様式第 2 号（第 19 条関係）

経  過  報  告  書

年  月  日

              殿

所属長           ㊞

福井坂井地区広域市町村圏事務組合清掃センター職員安全衛生管理規則第19条第6項の規定

に基づき、次のとおり経過を報告します。

指 導

区分
職員番号 氏名

勤務形態及び医療内容の経過（該当する□に印を付けてください。）

（1）勤務内容   □現状どおり  □職務変更した   □職務についていない

□その他（        ）

（2）出勤状態   □毎日勤務している    □時々やすみがちである

         □休暇を取っている    □その他（       ）

（3）医療内容     □入院（       病院） 年 月 日から

         □通院（       病院） 年 月 日から（週  回）

□自宅療養（□往診を受けている（週  回））

(□往診を受けていない）

         □医師にかかっていない

         □その他（        ）

（4）治療経過     □よい方に向かっている   □変わらない

        □悪くなっている

（5）病状経過     □長期療養になる見込み   □すぐ復職できる見込み

         □定期的な医師の指導が必要

         □その他（        ）

（6）その他

※決定通知を受けた日から１か月後に報告してください。
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様式第 3 号（第 21 条関係）

療  養  状  況  報  告  書

所属長印

年   月   日

               殿

所 属

職氏名            ㊞

次のとおり療養の現況について、別紙診断書を添えて報告します。

病      名

療養命令の開始日 年  月  日 休職命令の日 年  月  日

療養の状況及び傷病の経過（該当する□に印を付けてください。）

（1）療  養 □入 院   □通 院

               □自 宅（□往診を受けている）

                       （□往診を受けていない）

（2）安  静  □主に横になっている  □多少起居ができる  □起居ができる

（3）手  術  □行った（ 年 月 日）

               □行う予定（ 年 月 日）  □行わなくてよい

（4）傷  病  □よい方に向かっている  □変わらない

        □悪くなっている

（5）そ の 他

  日常生活の概要

（1）睡  眠  □よく眠れる    □普 通 □よく眠れない

（2）食  事  □よく食べられる  □普 通 □あまり食べられない

（3）起床時間  □テレビが見られる  □読書ができる

（4）入  浴  □できる  □多少できる  □できない

（5）運  動  □散歩ができる  □軽い運動ができる  □ほとんど何もできない

（6）そ の 他  
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様式第 4 号（第 22 条関係）

出  勤  承  認  願

所属長印

年   月   日

               殿

所 属

職氏名              ㊞

次のとおり療養の現況について、別紙診断書を添えて報告します。

療養命令の開始日 年  月  日 休職命令の日 年  月  日

療

養

担

当

医

師

の

証

明

欄

傷 病 名

初 診 の 日 年  月  日 入院期間
年  月  日

年  月  日

治 療 経 過

現在の病状

復職について

（特に考慮すべ

き点があれば記

入してくださ

い。）

     年   月   日から復職してもよいと思われる。

   上記のとおり診断します。

      年   月   日

病院名

                                   所在地

                                医 師             ㊞


